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（５５）【意匠に係る物品の説明】本物品は、自動車用飲料容器保持具であって、参考斜視図に示されるように

、車室内に予め設置されたドリンクホルダーに嵌装可能な筒状体部と、当該筒状体部の上部に設けられた第一飲

料容器保持部と、第二飲料容器保持部と、小物保持部とを具備する。第一飲料容器保持部、第二飲料容器保持部

、及び小物保持部は、第一変形形態を示す参考左側面図、第一変形形態を示す参考底面図、第二変形形態を示す

参考左側面図、及び第二変形形態を示す参考底面図に示すように、筒状体部に対して保持部本体が水平方向にス

ライド自在に形成されている。また、小物保持部は、小物把持部の変形状態を示す参考正面図に示されるように

、一対の把持片を下端を軸として逆ハの字形状に開くことが可能であり、弾性部材の復元力によって保持対象と

なるスマートフォン等の小物類を左右から挟み込んで保持することが可能であり、一方、第二飲料容器保持部は

、第二飲料容器保持部の傾斜状態を示す参考左側面図に示されるように、下方に向かって傾斜させることが可能

であり、弾性部材の復元力によって保持対象となる飲料容器を挟み込んで保持することが可能である。

（５５）【意匠の説明】右側面図は左側面図と対称に表れるため省略する。

【図面】

【左側面図】



(2) 意匠登録１７００７９７

【正面図】

【平面図】



(3) 意匠登録１７００７９７

【背面図】

【底面図】



(4) 意匠登録１７００７９７

【参考斜視図】

【第一変形状態を示す参考左側面図】



(5) 意匠登録１７００７９７

【第一変形状態を示す参考底面図】

【第二変形状態を示す参考左側面図】



(6) 意匠登録１７００７９７

【第二変形状態を示す参考底面図】

【小物把持部の変形状態を示す参考正面図】



(7) 意匠登録１７００７９７

【第二飲料容器保持部の傾斜状態を示す参考左側面図】
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